
 

 

 

 

境川の早期改修等の要請について 
 

本市と町田市の行政界を流れる二級河川境川の沿川では、過去に溢水
いっすい

による浸水被

害が発生したほか、氾濫水位を超えることなどにより避難勧告等が発令されました。 

令和元年東日本台風においても床上、床下浸水等の被害が発生したことから、河川

機能の確保、被害発生箇所周辺の暫定整備及び早期河川改修について取り組むよう、

町田市と共に強く神奈川県に要請しましたのでお知らせします。 

 

１ 日 に ち 令和２年３月２４日（火） 

２ 要 請 先 神奈川県 

３ 要 請 者 本市 森副市長、町田市 木島副市長 

４ 要請内容 別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左：上前県土整備局長（神奈川県） 中央：森副市長（本市） 

右：木島副市長（町田市） 

令和２年３月２４日 

１５：００ 

相模原市発表資料 

問合せ先 

河川課 

直通電話 042-769-8273 

対応責任者 齋藤 



 

二級河川境川の早期改修等を求める要請 

 

 

相模原市と町田市の行政界を流れる境川については、平成２０年

８月の大規模な浸水被害をはじめ、近年の台風においても避難勧告

の発令が頻発し、一部の箇所では氾濫危険水位を超え、護岸上端まで

水位が達しております。そうした中、令和元年東日本台風では、相模

原市で床上、床下浸水、町田市で床上浸水の被害が発生するなど、沿

川住民の生命と財産を脅かす状況となっておりました。 

これまでも、「境川水系河川整備計画」に基づき、順次、改修を進

めていただいているところですが、依然、浸水被害は解消されず、市

民からは不安の声と強い改善要望が多く寄せられているところであ

ります。 

こうしたことから、市民の生命・財産を守るため、浚渫などにより

河川機能を確保することはもとより、繰り返し浸水を起こしている

箇所においては、直ちに暫定整備を実施するとともに、早期改修につ

いても、より一層の取組を強く要請いたします。 

 

 

令和２年３月２４日 

 

神奈川県知事 黒岩 祐治 様 

 

 

 

相模原市長 本村 賢太郎 

 

 

 

町 田 市 長 石 阪  丈 一  

 


